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   第 １ 章  総 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、景 観 法（ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ １ ０ 号 。以 下「 法 」

と い う 。） 及 び 新 潟 県 柏 崎 市 景 観 条 例 （ 平 成 ２ ８ 年 条 例 第 ３ ４ 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

（ 工 作 物 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 工 作 物 は 、 次 に 掲

げ る も の と す る 。  

⑴  太 陽 光 発 電 設 備 、 風 力 発 電 設 備 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 再 生 可 能

エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備  

⑵  煙 突  

⑶  電 波 塔 、 広 告 塔 、 広 告 板 、 装 飾 塔 、 記 念 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る も の  

⑷  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 の 柱 、 鉄 柱 、 木 柱 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も

の （ 架 空 電 線 路 用 の も の 、 電 気 事 業 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ７ ０

号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ ７ 号 に 規 定 す る 電 気 事 業 者 の 保 安 通 信 設 備

用 の も の 及 び 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 ５ ９ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） 第 ２ 条

第 ５ 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 用 の も の に あ っ て



は 、 地 盤 面 か ら の 高 さ が １ ５ メ ー ト ル 以 上 の も の ）  

⑸  高 架 水 槽 、 サ イ ロ 、 物 見 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

⑹  石 油 類 、 ガ ス 類 、 穀 物 、 飼 料 、 セ メ ン ト そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の を 貯 蔵 す る 施 設  

⑺  ク ラ ッ シ ャ ー プ ラ ン ト 、 コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト 、 ア ス フ ァ ル ト

プ ラ ン ト そ の 他 の 製 造 施 設  

⑻  汚 物 処 理 場 、 ご み 焼 却 場 そ の 他 の 処 理 施 設  

⑼  立 体 駐 車 場  

⑽  擁 壁 及 び 垣 （ 生 垣 を 除 く 。）  

⑾  門 、 塀 及 び 柵 （ カ ザ テ を 含 む 。）  

⑿  ウ ォ ー タ ー シ ュ ー ト 、 コ ー ス タ ー 、 メ リ ー ゴ ー ラ ウ ン ド 、 飛 行

塔 そ の 他 の 遊 戯 施 設  

⒀  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 指 定 す る も の  

第 ２ 章  景 観 計 画 の 策 定 等  

（ 住 民 等 に よ る 提 案 ）  

第 ３ 条  景 観 行 政 団 体 及 び 景 観 計 画 に 関 す る 省 令 （ 平 成 １ ６ 年 農 林 水

産 省 ・国 土 交 通 省 ・環 境 省 令 第 １ 号 。以 下「 景 観 計 画 省 令 」と い う 。）

第 ４ 条 に 規 定 す る 提 案 書 は 、 景 観 計 画 提 案 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） と

す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 提 案 書 に は 、 景 観 計 画 省 令 第 ４ 条 各 号 に 掲 げ る も

の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

⑴  景 観 計 画 省 令 第 ４ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 景 観 計 画 の 素 案 の 対 象

と な る 土 地 の 区 域 （ 以 下 「 計 画 提 案 区 域 」 と い う 。） を 示 す 図 面

で 縮 尺 ２ ， ５ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

⑵  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

３  景 観 計 画 省 令 第 ４ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 景 観 計 画 の 素 案 に は 、 法 第

８ 条 第 ２ 項 各 号 及 び 第 ３ 項 に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 内 容 を

記 載 す る も の と す る 。  

⑴  計 画 提 案 区 域 の 概 況  

⑵  計 画 提 案 区 域 に 係 る 届 出 の 対 象 と な る 行 為  

⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

４  景 観 計 画 省 令 第 ４ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 書 類 は 、 景 観 計 画 提 案 同 意



書（ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）と し 、次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

⑴  計 画 提 案 区 域 の 地 籍 図  

⑵  計 画 提 案 区 域 の 土 地 所 有 者 等 の 一 覧 表  

⑶  計 画 提 案 区 域 の 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

（ 計 画 提 案 を 踏 ま え た 景 観 計 画 の 策 定 等 を し な い 場 合 に と る べ き

措 置 ）  

第 ４ 条  法 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 景 観 計 画 提 案 不 採 用

通 知 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

第 ３ 章  行 為 の 規 制 等  

（ 景 観 計 画 区 域 内 に お け る 行 為 の 届 出 等 ）  

第 ５ 条  景 観 法 施 行 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 国 土 交 通 省 令 第 １ ０ ０ 号 。 以 下

「 施 行 省 令 」 と い う 。） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 届 出 書 は 、 景 観 計

画 区 域 内 に お け る 行 為 の 届 出 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） と す る 。  

２  法 第 １ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 は 、 景 観 計 画 区 域 内 に

お け る 行 為 の 変 更 届 出 書（ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）に よ り 行 う も の と す る 。 

３  前 項 に 規 定 す る 変 更 届 出 書 に は 、 施 行 省 令 第 １ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲

げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

４  条 例 第 ９ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 す る 行 為 を す る 場 合 に あ っ て

は 、 第 １ 項 の 届 出 書 及 び 第 ２ 項 の 変 更 届 出 書 に 、 次 に 掲 げ る 図 書 を

添 付 す る も の と す る 。  

⑴  当 該 行 為 を 行 う 土 地 の 区 域 及 び 当 該 区 域 の 周 辺 の 状 況 を 表 示

す る 図 面 で 縮 尺 ２ ， ５ ０ ０ 分 の １ 以 上 の も の  

⑵  当 該 行 為 を 行 う 土 地 の 区 域 及 び 当 該 区 域 の 周 辺 の 状 況 を 示 す

写 真  

⑶  設 計 図 又 は 施 行 方 法 を 明 ら か に す る 図 面 で 縮 尺 １ ０ ０ 分 の １

以 上 の も の  

５  条 例 第 １ ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 景 観 チ ェ ッ ク リ ス ト は 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。  

⑴  景 観 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 景 観 計 画 区 域 の う ち 景 観 形 成 重 点 地 区 以

外 の 区 域 ）  別 記 第 ６ 号 様 式 （ そ の １ ）  

⑵  景 観 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 景 観 形 成 重 点 地 区 （ 椎 谷 地 区 ））  別 記



第 ６ 号 様 式 （ そ の ２ ）  

⑶  景 観 チ ェ ッ ク リ ス ト （ 景 観 形 成 重 点 地 区 （ 荻 ノ 島 地 区 ））  別

記 第 ６ 号 様 式 （ そ の ３ ）  

６  条 例 別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ に 規 定 す る 重 点 地 区 ご と に 規 則 で 定 め

る も の は 、 柏 崎 市 景 観 計 画 に 定 め る 景 観 形 成 重 点 地 区 の う ち 椎 谷 地

区 に お い て 、 第 ２ 条 第 １ １ 号 に 規 定 す る 工 作 物 と す る 。  

（ 事 前 協 議 ）  

第 ６ 条  条 例 第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 事 前 の 協 議 （ 以 下 「 事 前 協

議 」 と い う 。） を し よ う と す る 者 は 、 景 観 計 画 区 域 内 に お け る 行 為

の 事 前 協 議 書（ 別 記 第 ７ 号 様 式 ）に よ り 市 長 に 申 し 出 る も の と す る 。 

２  市 長 は 、 事 前 協 議 が 完 了 し た と き は 、 当 該 事 前 協 議 を し た 者 に 対

し 、 事 前 協 議 結 果 通 知 書 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 、 そ の 結 果 を 通

知 す る も の と す る 。  

（ 勧 告 ）  

第 ７ 条  法 第 １ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 勧 告 は 、 勧 告 書 （ 別 記 第 ９ 号

様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。   

（ 勧 告 に 従 わ な か っ た 旨 の 公 表 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 条 例 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ る 公 表 （ 以 下 「 公 表 」 と い

う 。） を し よ う と す る と き は 、 当 該 公 表 に 係 る 勧 告 を 受 け た 者 に 対

し 、 氏 名 等 公 表 通 知 書 （ 別 記 第 １ ０ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と

す る 。  

２  公 表 は 、 新 潟 県 柏 崎 市 公 告 式 条 例 （ 昭 和 ２ ５ 年 条 例 第 ２ １ 号 ） に

規 定 す る 掲 示 場 に 掲 示 す る 方 法 そ の 他 適 当 と 認 め ら れ る 方 法 に よ

り 行 う も の と す る 。  

（ 変 更 等 命 令 ）  

第 ９ 条  法 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令 は 、 変 更 等 命 令 書 （ 別 記

第 １ １ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 原 状 回 復 等 命 令 ）  

第 １ ０ 条  法 第 １ ７ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 命 令 は 、 原 状 回 復 等 命 令 書

（ 別 記 第 １ ２ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 国 の 機 関 又 は 地 方 公 共 団 体 が 行 う 行 為 の 通 知 ）  

第 １ １ 条  法 第 １ ６ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 景 観 計 画 区 域 内 に



お け る 行 為 の 通 知 書 （ 別 記 第 １ ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

２  前 項 に 規 定 す る 通 知 書 に は 、 施 行 省 令 第 １ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る

図 書 （ 条 例 第 ９ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 規 定 す る 行 為 を す る 場 合 に あ

っ て は 、 第 ５ 条 第 ４ 項 各 号 に 掲 げ る 図 書 ） を 添 付 す る も の と す る 。 

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 第 １ 項 の 通 知 書 の 内 容 を 変 更 す る 場 合 に つ い て

準 用 す る 。  

（ 行 為 の 中 止 の 報 告 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 １ ５ 条 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 景 観 計 画 区 域 内 に お け

る 行 為 の 中 止 届 出 書 （ 別 記 第 １ ４ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。 

（ 変 更 等 命 令 を 行 う こ と が で き る 期 間 の 延 長 の 通 知 ）  

第 １ ３ 条  法 第 １ ７ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 変 更 等 命 令 の 期 限

の 延 長 に つ い て の 通 知 書 （ 別 記 第 １ ５ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す

る 。  

（ 変 更 等 命 令 に 伴 う 報 告 ）  

第 １ ４ 条  法 第 １ ７ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 報 告 書 は 、 変 更 等 命 令 に 伴 う

実 施 状 況 報 告 書 （ 別 記 第 １ ６ 号 様 式 ） と し 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付

す る も の と す る 。  

 ⑴  変 更 等 命 令 の 内 容 を 反 映 し た 図 面  

 ⑵  措 置 の 実 施 状 況 が 確 認 で き る 写 真     

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

 （ 原 状 回 復 等 を 行 お う と す る 者 及 び 立 入 検 査 等 を す る 者 の 身 分 を 示

す 証 明 書 ）  

第 １ ５ 条  法 第 １ ７ 条 第 ８ 項 及 び 条 例 第 １ ６ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 証 明

書 は 、 身 分 証 明 書 （ 別 記 第 １ ７ 号 様 式 ） と す る 。  

（ 行 為 の 着 手 の 制 限 期 間 の 短 縮 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は 、 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 本 文 に

規 定 す る 期 間 を 短 縮 す る と き は 、 法 第 １ ６ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規

定 に よ る 届 出 を し た 者 に 対 し 、 行 為 の 着 手 を 制 限 す る 期 間 の 短 縮 に

つ い て の 通 知 書 （ 別 記 第 １ ８ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

第 ４ 章  景 観 重 要 建 造 物 及 び 景 観 重 要 樹 木  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 指 定 の 提 案 ）  

第 １ ７ 条  法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 若



し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 提 案 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹

木 指 定 提 案 書 （ 別 記 第 １ ９ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 提 案 書 の う ち 、景 観 重 要 建 造 物 に 係 る 提 案 書 に は 、

施 行 省 令 第 ７ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 図 書 を

添 付 す る も の と す る 。  

 ⑴  当 該 敷 地 内 に お け る 建 造 物 の 位 置 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 １ ０ ０

分 の １ 以 上 の も の  

⑵  提 案 す る 建 造 物 と 一 体 と な っ て 良 好 な 景 観 を 形 成 し て い る 土

地 の 地 籍 図  

⑶  提 案 す る 建 造 物 の 所 有 者 等 の 一 覧 表  

⑷  提 案 す る 建 造 物 の 建 物 及 び 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 提 案 書 の う ち 、景 観 重 要 樹 木 に 係 る 提 案 書 に は 、

施 行 省 令 第 １ ２ 条 第 １ 項 各 号 又 は 都 市 計 画 区 域 外 の 景 観 重 要 樹 木

及 び 景 観 協 定 に 関 す る 省 令 （ 平 成 １ ６ 年 農 林 水 産 省 ・ 国 土 交 通 省 令

第 ４ 号 。 以 下 「 樹 木 省 令 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る も

の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

⑴  提 案 す る 樹 木 の 位 置 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 １ ０ ０ 分 の １ 以 上

の も の  

⑵  提 案 す る 樹 木 が 存 在 す る 土 地 の 地 籍 図  

⑶  提 案 す る 樹 木 の 所 有 者 の 一 覧 表  

⑷  提 案 す る 樹 木 が 存 在 す る 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

４  施 行 省 令 第 ７ 条 第 １ 項 第 ３ 号 若 し く は 施 行 省 令 第 １ ２ 条 第 １ 項 第

３ 号 又 は 樹 木 省 令 第 ２ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 書 類 は 、 景 観 重 要

建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 指 定 提 案 （ 合 意 ・ 同 意 ） 書 （ 別 記 第 ２ ０ 号

様 式 ） と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 と し て 指 定 し な い 場 合 の 通 知 ）  

第 １ ８ 条  法 第 ２ ０ 条 第 ３ 項 又 は 法 第 ２ ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知

は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 指 定 提 案 不 採 用 通 知 書 （ 別 記

第 ２ １ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 指 定 の 通 知 等 ）  



第 １ ９ 条  法 第 ２ １ 条 第 １ 項 又 は 法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 通 知

は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 指 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ ２ 号 様

式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 又 は 法 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る

標 識 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ

る も の と す る 。  

⑴  柏 崎 市 景 観 重 要 建 造 物  別 記 第 ２ ３ 号 様 式  

⑵  柏 崎 市 景 観 重 要 樹 木  別 記 第 ２ ４ 号 様 式  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 現 状 変 更 の 許 可 の 申 請 等 ）  

第 ２ ０ 条  法 第 ２ ２ 条 第 １ 項 又 は 法 第 ３ １ 条 第 １ 項 の 許 可 の 申 請 は 、

景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 現 状 変 更 許 可 申 請 書 （ 別 記 第 ２ ５

号 様 式 ） 正 副 ２ 通 に よ り 行 う も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 書 が 提 出 さ れ た 場 合 に お い て 、 許

可 を す る と き は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 現 状 変 更 許 可 書

（ 別 記 第 ２ ６ 号 様 式 ） に 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 副 本 を 添 え て 交

付 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 又 は 法 第 ３ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 現

状 変 更 を 許 可 し な い 場 合 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 現 状

変 更 不 許 可 通 知 書 （ 別 記 第 ２ ７ 号 様 式 ） に 、 第 １ 項 に 規 定 す る 申 請

書 の 副 本 を 添 え て 交 付 す る も の と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 現 状 変 更 の 協 議 ）  

第 ２ １ 条  法 第 ２ ２ 条 第 ４ 項 （ 法 第 ３ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 協 議 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重

要 樹 木 現 状 変 更 協 議 書（ 別 記 第 ２ ８ 号 様 式 ）に よ り 行 う も の と す る 。 

２  前 項 に 規 定 す る 協 議 書 に は 、 施 行 省 令 第 ９ 条 第 ２ 項 各 号 若 し く は

施 行 省 令 第 １ ４ 条 第 ２ 項 各 号 又 は 樹 木 省 令 第 ４ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲

げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 原 状 回 復 等 の 命 令 ）  

第 ２ ２ 条  法 第 ２ ３ 条 第 １ 項 （ 法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 命 令 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重

要 樹 木 原 状 回 復 命 令 書（ 別 記 第 ２ ９ 号 様 式 ）に よ り 行 う も の と す る 。 

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 管 理 に 関 す る 命 令 又 は 勧 告 ）  



第 ２ ３ 条  法 第 ２ ６ 条 又 は 法 第 ３ ４ 条 の 規 定 に よ る 命 令 は 、 景 観 重 要

建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 管 理 改 善 措 置 命 令 書 （ 別 記 第 ３ ０ 号 様 式 ）

に よ り 行 う も の と す る 。  

２  法 第 ２ ６ 条 又 は 法 第 ３ ４ 条 の 規 定 に よ る 勧 告 は 、 景 観 重 要 建 造 物

又 は 景 観 重 要 樹 木 管 理 改 善 勧 告 書 （ 別 記 第 ３ １ 号 様 式 ） に よ り 行 う

も の と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 滅 失 等 の 届 出 ）  

第 ２ ４ 条  条 例 第 ２ １ 条 又 は 条 例 第 ２ ３ 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 景 観

重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 （ 滅 失 ・ 損 傷 ・ 枯 死 ） 届 出 書 （ 別 記 第

３ ２ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 届 出 書 の う ち 、景 観 重 要 建 造 物 に 係 る 届 出 書 に は 、 

当 該 景 観 重 要 建 造 物 の 滅 失 又 は 損 傷 状 況 を 示 す 図 面 及 び 写 真 を 添

付 す る も の と す る 。  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 届 出 書 の う ち 、景 観 重 要 樹 木 に 係 る 届 出 書 に は 、 

当 該 景 観 重 要 樹 木 の 滅 失 又 は 損 傷 状 況 を 示 す 写 真 を 添 付 す る も の

と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 指 定 の 解 除 の 通 知 ）  

第 ２ ５ 条  法 第 ２ ７ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 ２ １ 条 第 １ 項 又 は

法 第 ３ ５ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 通 知 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 指 定 解 除 通 知 書 （ 別 記

第 ３ ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 所 有 者 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ２ ６ 条  法 第 ４ ３ 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観

重 要 樹 木 所 有 者 変 更 届 出 書 （ 別 記 第 ３ ４ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と

す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 届 出 書 の う ち 、景 観 重 要 建 造 物 に 係 る 届 出 書 に は 、

次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

⑴  所 有 者 の 変 更 に 係 る 土 地 又 は 建 物 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑵  土 地 の 分 筆 又 は 合 筆 を 伴 う 場 合 は 、 地 籍 図  

⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 届 出 書 の う ち 、景 観 重 要 樹 木 に 係 る 届 出 書 に は 、

次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  



⑴  所 有 者 の 変 更 に 係 る 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑵  土 地 の 分 筆 又 は 合 筆 を 伴 う 場 合 は 、 地 籍 図  

⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

（ 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重 要 樹 木 の 台 帳 ）  

第 ２ ７ 条  法 第 ４ ４ 条 に 規 定 す る 台 帳 は 、 景 観 重 要 建 造 物 又 は 景 観 重

要 樹 木 管 理 台 帳 （ 別 記 第 ３ ５ 号 様 式 ） と す る 。  

第 ５ 章  景 観 形 成 団 体  

（ 景 観 形 成 団 体 の 認 定 の 申 請 等 ）  

第 ２ ８ 条  条 例 第 ２ ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 受 け よ う と す る 団

体 の 代 表 者 は 、 景 観 形 成 団 体 認 定 申 請 書 （ 別 記 第 ３ ６ 号 様 式 ） 正 副

２ 通 に 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 し て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 

⑴  団 体 の 規 約  

⑵  団 体 の 活 動 区 域 を 示 す 図 面  

⑶  団 体 の 役 員 の 氏 名 及 び 住 所 を 記 載 し た 書 類  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や か に 認 定 の 適

否 を 決 定 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 し た と き は 、 景 観 形 成 団 体 認 定 通

知 書 （ 別 記 第 ３ ７ 号 様 式 ） に 、 第 １ 項 に 規 定 す る 申 請 書 の 副 本 を 添

え て 交 付 す る も の と す る 。  

４  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 認 定 し な い こ と を 決 定 し た と き は 、

景 観 形 成 団 体 不 認 定 通 知 書 （ 別 記 第 ３ ８ 号 様 式 ） に 、 第 １ 項 に 規 定

す る 申 請 書 の 副 本 を 添 え て 交 付 す る も の と す る 。  

（ 景 観 形 成 団 体 の 規 約 の 要 件 ）  

第 ２ ９ 条  条 例 第 ２ ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次 に 掲

げ る 事 項 と す る 。  

⑴  団 体 の 設 立 目 的  

⑵  団 体 の 名 称  

⑶  事 務 所 の 所 在 地  

⑷  活 動 区 域 に 含 ま れ る 町 名  

⑸  活 動 区 域 の 名 称  

⑹  活 動 内 容  



⑺  構 成 員 に 関 す る 事 項  

⑻  役 員 の 定 数 、 任 期 、 職 務 分 担 及 び 選 任 方 法 に 関 す る 事 項  

⑼  会 議 に 関 す る 事 項  

⑽  会 計 に 関 す る 事 項  

（ 景 観 形 成 団 体 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ３ ０ 条  景 観 形 成 団 体 の 認 定 を 受 け た も の が 、 第 ２ ８ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 申 請 書 の 内 容 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 景 観 形 成 団 体 変 更

届 出 書 （ 別 記 第 ３ ９ 号 様 式 ） に 、 変 更 の 内 容 を 明 ら か に す る 書 類 を

添 付 し て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 景 観 形 成 団 体 の 認 定 取 消 し の 通 知 ）  

第 ３ １ 条  市 長 は 、 条 例 第 ２ ４ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 景 観 形 成 団 体 の

認 定 を 取 り 消 す と き は 、 景 観 形 成 団 体 認 定 取 消 通 知 書 （ 別 記 第 ４ ０

号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

第 ６ 章  景 観 協 定  

（ 景 観 協 定 の 認 可 申 請 ）  

第 ３ ２ 条  法 第 ８ １ 条 第 ４ 項 又 は 法 第 ９ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 可

を 受 け よ う と す る 者 は 、 景 観 協 定 認 可 申 請 書 （ 別 記 第 ４ １ 号 様 式 ）

正 副 ２ 通 に 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 し て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら

な い 。  

⑴  法 第 ８ １ 条 第 ２ 項 各 号 に 規 定 す る 事 項 を 記 載 し た 図 書  

⑵  景 観 協 定 の 土 地 の 区 域 （ 以 下 「 景 観 協 定 区 域 」 と い う 。） 及 び

当 該 区 域 の 周 辺 の 状 況 を 表 示 す る 図 面 で 縮 尺 ２ ， ５ ０ ０ 分 の １ 以

上 の も の  

⑶  法 第 ８ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 所 有 者 等 の 全 員 の 合 意 に よ

る こ と を 証 す る 書 類  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

２  前 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 書 類 は 、 景 観 協 定 合 意 書 （ 別 記 第 ４ ２ 号 様

式 ） と し 、 次 に 掲 げ る 図 書 を 添 付 す る も の と す る 。  

 ⑴  景 観 協 定 区 域 の 地 籍 図  

⑵  景 観 協 定 区 域 の 土 地 所 有 者 等 の 一 覧 表  

⑶  景 観 協 定 区 域 の 土 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  



（ 景 観 協 定 の 変 更 の 認 可 申 請 ）  

第 ３ ３ 条  法 第 ８ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 は 、 景 観 協 定 変

更 認 可 申 請 書 （ 別 記 第 ４ ３ 号 様 式 ） 正 副 ２ 通 に 、 変 更 の 内 容 を 明 ら

か に す る 書 類 を 添 付 し て 行 う も の と す る 。  

（ 景 観 協 定 の 廃 止 の 認 可 申 請 ）  

第 ３ ４ 条  法 第 ８ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 は 、 景 観 協 定 廃

止 認 可 申 請 書 （ 別 記 第 ４ ４ 号 様 式 ） 正 副 ２ 通 に 、 景 観 協 定 区 域 の 土

地 所 有 者 等 （ 当 該 景 観 協 定 の 効 力 が 及 ば な い 者 を 除 く 。） の 過 半 数

の 合 意 に よ る こ と を 証 す る 書 類 の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 図 書 を

添 付 し て 行 う も の と す る 。  

第 ７ 章  景 観 整 備 機 構  

（ 景 観 整 備 機 構 の 指 定 の 申 請 ）  

第 ３ ５ 条  法 第 ９ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、

景 観 整 備 機 構 指 定 申 請 書 （ 別 記 第 ４ ５ 号 様 式 ） 正 副 ２ 通 に 、 次 に 掲

げ る 図 書 を 添 付 し て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  定 款  

⑵  登 記 事 項 証 明 書  

⑶  法 人 の 組 織 及 び 沿 革 を 記 載 し た 書 類  

⑷  事 業 計 画 書  

⑸  資 金 計 画 書  

⑹  法 第 ９ ３ 条 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 関 す る 計 画 書  

⑺  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

（ 景 観 整 備 機 構 の 変 更 の 届 出 ）  

第 ３ ６ 条  法 第 ９ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 景 観 整 備 機 構 の 名

称 等 変 更 届 出 書 （ 別 記 第 ４ ６ 号 様 式 ） に 、 変 更 の 内 容 を 明 ら か に す

る 書 類 を 添 付 し て 行 う も の と す る 。  

第 ８ 章  表 彰  

（ 表 彰 ）  

第 ３ ７ 条  市 長 は 、 景 観 形 成 に 著 し く 寄 与 し て い る と 認 め ら れ る 建 築

物 又 は 工 作 物 等 に つ い て 、 そ の 所 有 者 等 を 表 彰 す る こ と が で き る 。 

２  市 長 は 、 景 観 形 成 に 著 し く 貢 献 し た と 認 め ら れ る 活 動 を 行 っ た 個

人 又 は 団 体 を 表 彰 す る こ と が で き る 。  



第 ９ 章  景 観 審 議 会  

（ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ３ ８ 条  条 例 第 ２ ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 柏 崎 市 景 観 審 議 会（ 以 下「 審

議 会 」 と い う 。） に 会 長 及 び 副 会 長 各 １ 人 を 置 く 。  

２  会 長 及 び 副 会 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

３  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 議 会 を 代 表 す る 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け

た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ３ ９ 条  審 議 会 は 、 会 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。 た だ し 、 市 長

に よ る 委 員 の 委 嘱 後 最 初 に 開 催 さ れ る 会 議 は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

２  審 議 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 会 議 を 開 く こ と が で

き な い 。  

３  審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 会

長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

４  審 議 会 は 、 調 査 審 議 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 者 の 出 席

を 求 め て 意 見 又 は 説 明 を 聴 き 、 又 は 必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と

が で き る 。  

 （ 委 員 の 守 秘 義 務 ）  

第 ４ ０ 条  審 議 会 の 委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な

い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 、 同 様 と す る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ４ １ 条  審 議 会 の 庶 務 は 、都 市 整 備 部 都 市 政 策 課 に お い て 処 理 す る 。 

第 １ ０ 章  雑 則  

（ そ の 他 ）  

第 ４ ２ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ９ 章 の

規 定 は 、 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別記 

第１号様式（第３条関係） 

 

景観計画提案書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

提案者 住所（団体にあっては、所在地） 

 

 

 

 

 

氏名（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

○印 

電話番号 

 

 

景観法第１１条 
第１項 

第２項 
の規定により、関係図書を添付して、次のとおり景観計画の 

策定 

変更 
を提案します。 

  

 計画提案区域の名称 

（ 地 区 名 ） 

   

計画提案区域の面積 

  

提 案 の 理 由 

  

  



第２号様式（第３条関係） 

 

景観計画提案同意書 

 

 

 景観計画提案者 

  住所（団体にあっては、所在地） 

 

 

  氏名（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）               ○印 

 

 

 景観計画の素案の対象となる土地の区域内における、私が権利を有する次の土地については、

景観法第１１条第３項の規定による提案に同意します。 

 

 土地の 

所 在 
地 目 地 積 

権利の 

種 類 

同 意 

年月日 

権利者の 

住所氏名 
同意印 摘 要 

 

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

備 考 

  １ 同意しなかった権利者については、同意年月日の欄に不同意と記入すること。 

  ２ 権利の種類欄には、所有権、賃貸権、抵当権その他の権利を記入すること。 

  ３ 当該権利に係る土地が共有の場合には、摘要の欄にその旨を記入すること。 

  ４ 別紙で同意を取った場合には、同意印の欄に「別紙」と記入すること。 



第３号様式（第４条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観計画提案不採用通知書 

 

 

年  月  日付けで提出のあった景観計画の提案について、当該提案を踏まえた景観計画

の策定等をしないこととなりましたので、景観法第１４条第１項の規定により、次のとおり通

知します。 

 

 計画提案区域の名称 

（ 地 区 名 ） 

   

景観計画の策定等を 

し な い 理 由 

  

  



第４号様式（第５条関係） 

（表） 

  

 

景観計画区域内における行為の届出書 

 

年  月  日 

 柏崎市長        様 

 

 

届出者 住所（法人にあっては、所在地） 

 

 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

○印 

電話番号 

 

 景観法第１６条第１項の規定により、関係図書を添付して、次のとおり届け出ます。 

 

行 為 の 種 類 

建築物の

建 築 等 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

 

工作物の

建 設 等 

□新設 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

そ の 他 
□開発行為  □土地の形質の変更  

□屋外における物件の堆積 

行 為 の 場 所 柏崎市 

着 手 予 定 日 年  月  日 完 了 予 定 日 年  月  日 

設
計

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号  

施
工

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号  

 新潟県柏崎市景観条例第１４条第１項の規定による事前協議 □有   □無  

 添 付 書 類 

□付近見取図 □配置図 □各面の着色立面図 □平面図 

□現況写真  □設計図又は施行方法を示す図面 □委任状 

□景観チェックリスト □その他（            ） 

 

処理欄（以下の欄には、記入しないでください。） 

 

受 付 欄 備 考 欄 

 受付年月日 年  月  日 
 

受 付 番 号 第     号 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



（裏） 

  

設
計

又
は

施
行

方
法

 

建
築

物
の

概
要

 

区 分 届出部分 既存部分 合 計 

 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

外観の変更面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ 階 数 地上 階  地下 階 

用 途  構 造  

仕 上 げ 

（材料・方法） 

屋 根  基 調 色 

（マンセル値） 

屋 根  

外 壁  外 壁  

屋上設置の建築設備  強調色（マンセル値）  

工
作

物
の

概
要

 

区 分 届出部分 既存部分 合 計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

築 造 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

外観の変更面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ 構 造  

種 類  基調色（マンセル値）  

仕 上 げ  強調色（マンセル値）  

付属建築物、 

設備等の種類 

付 属 設 備 

□高架水槽 □冷却塔 □排気塔 □アンテナ  

□太陽光発電設備 □屋外階段 □屋外広告物 

□エレベーター機械室 □その他（       ） 

外構・植栽 
□擁壁 □門 □塀 □垣 □柵 □植栽 

□その他（                  ） 

付属建築物 
□車庫 □駐輪場 □物置 □ごみ置場 

□その他（                  ） 

開 発 行 為  

区域の面積 ㎡ 建築物の用途  

法面・擁壁の

高 さ 
ｍ 

法面の処理・ 

擁壁の仕上げ 
 

土 地 の 形 質の

変 更 
土地の面積 ㎡ 法 面 の 高 さ ｍ 

屋外における 

物 件 の 堆 積 

種 類 □土石 □廃棄物 □再生資源 □その他（     ） 

堆積の面積 ㎡ 堆 積 の 高 さ ｍ 

景観形成のために 

特に配慮した事項等 
 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第５号様式（第５条関係） 

  

 

景観計画区域内における行為の変更届出書 

 

年  月  日 

 柏崎市長        様 

 

 

届出者 住所（法人にあっては、所在地） 

 

  

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

○印 

電話番号 

 

 景観法第１６条第２項の規定により、関係図書を添付して、次のとおり届け出ます。 

 

 

変 更 す る 届 出 の 

届 出 年 月 日 
年   月   日 

行 為 の 場 所 柏崎市 

変
更

す
る

設
計

 

又
は

施
工

方
法

 

変 更 事 項  

変
更

内
容

 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 の 理 由  

変 更 部 分 に 係 る 

行 為 の 着 手 予 定 日 
年  月  日 

変 更 部 分 に 係 る 

行為の完了予定日 
年  月  日 

設
計

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 

 

 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号   

 処理欄（以下の欄には、記入しないでください。） 

 

受 付 欄 備 考 欄 

 受付年月日 年  月  日 
 

受 付 番 号 第     号 

  



第６号様式（その１）（第５条関係） 

（表） 

  

 景観チェックリスト（景観計画区域のうち景観形成重点地区以外の区域）  

対象事項 景観形成基準 チェック欄 

建
 

築
 

物
 

高 さ の 

最 高 限 度 

原則１３ｍ以下とする（公益上又は機能上必要な場合を除

く。）。 
 

周辺の建物との連続性や眺望を妨げないように配慮する。  

壁面の位置

の 制 限 
周辺の建物の壁面位置やまち並みの連続性に配慮する。  

建 築 物 

の 形 態 

周辺との調和に配慮する。  

屋根形態は、周辺の建物との連続性に配慮する。  

屋根・外壁の 

素材・色彩 

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

基調色には、推奨色を使用するように努めるとともに、禁

止色を使用しない（柏崎市景観計画の色彩基準を参照する

こと。）。 

 

その他意匠 建築物全体が統一感のある意匠になるように配慮する。  

建 築 設 備 

道路等の公共の場所から見えにくい位置に設置するように

努める。 
 

公共の場所から見える場合は、植栽や目隠しなどで修景に

努める。 
 

太陽光発電設備や融雪設備を設置する場合は、設置位置な

どに配慮し、建物と一体的に見える形態のものを使用する。 
 

外構・植栽 

敷地内の緑化や植栽に努める。  

ゆとりと潤いのある空間の創出に努める。  

注意事項 各項目について配慮や工夫をした場合は「○」を、該当しない場合は「－」をチェッ

ク欄に記入してください。 



（裏） 

  

 景観チェックリスト（景観計画区域のうち景観形成重点地区以外の区域）  

対象事項 景観形成基準 チェック欄 

工
 

作
 

物
 

形 態 意 匠 

周囲に突出感や違和感を与えないよう、高さや配置に配慮

する。 
 

周辺との調和に配慮する。  

電柱や電線類は、景観に配慮した整理統合を図るとともに、

設置する場合は、極力目立たないように努める。 
 

門・塀・柵 設置する場合には、周辺との調和に配慮する。  

植 栽 
周囲に圧迫感や威圧感を与えないように配慮し、敷地内の

植栽に努める。 
 

色 彩 

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

基調色には、推奨色を使用するように努めるとともに、禁

止色を使用しない（柏崎市景観計画の色彩基準を参照する

こと。）。 

 

開 発 行 為 

切土、盛土は、必要最小限とし、法面や擁壁が生じる場合

には、周囲に与える圧迫感や違和感を軽減するように努め

る。 

 

法面緑化や擁壁の前部緑化に努める。  

土 地 の 形 質 

の 変 更 

切土、盛土は、必要最小限とし、法面や擁壁が生じる場合

には、周囲に与える圧迫感や違和感を軽減するように努め

る。 

 

法面緑化や擁壁の前部緑化に努める。  

屋 外 に お け る 

物 件 の 堆 積 

堆積規模は、必要最小限とし、高さはできる限り低く抑え、

かつ、整然と積む。 
 

道路等の公共の場所からの見え方に配慮し、周囲の緑化や

柵・塀等による遮蔽に努める。 
 

柵や塀等の形態意匠、色彩、素材等は、周辺との調和に配

慮する。 
 

注意事項 各項目について配慮や工夫をした場合は「○」を、該当しない場合は「－」をチェッ

ク欄に記入してください。 



第６号様式（その２）（第５条関係） 

（表） 

  

 景観チェックリスト（景観形成重点地区（椎谷地区））  

対象事項 景観形成基準 チェック欄 

建
 

築
 

物
 

高 さ の 

最 高 限 度 

２階建て以下とする。  

原則１０ｍ以下とする（公益上又は機能上必要な場合を除

く。）。 
 

周辺の建物との連続性や眺望を妨げないように配慮する。  

壁面の位置

の 制 限 
周辺の建物の壁面位置やまち並みの連続性に配慮する。  

建 築 物 

の 形 態 

周辺と調和し、全体的にまとまりのある形態とする。  

北国街道沿いでは、切り妻造り・妻入りの屋根形態を基本

とする。 
 

それ以外の地区では、勾配屋根を基本とし、歴史的まち並

み景観と調和するように配慮する。 
 

開口部は、ドア式の使用を極力避け、周辺と調和する素材・

色彩を使用するように努める。 
 

屋 根 の 

素材・色彩 

歴史的まち並み景観と調和するように、できる限り屋根は、

和瓦葺
ぶき

、黒系の色彩を使用する。 
 

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

外 壁 の 

素材・色彩 

歴史的まち並み景観と調和するように、できる限り落ち着

いた色彩を使用する。 
 

下見板を始めとする自然素材を使用するように努める。  

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

色 彩 基 準 

基調色には、推奨色を使用するように努めるとともに、禁

止色を使用しない（柏崎市景観計画の色彩基準を参照する

こと。）。 

 

その他意匠 建築物全体が統一感のある意匠になるように配慮する。  

建 築 設 備 

できる限り道路等の公共の場所から見えにくい位置へ設置

する。 
 

公共の場所から見える場合は、自然素材を用いた目隠しな

どで修景に努める。 
 

太陽光発電設備や融雪設備を設置する場合は、設置位置な

どに配慮し、建物と一体的に見える形態のものを使用する。 
 

外構・植栽 
敷地内の緑化や植栽に努める。  

ゆとりと潤いのある空間の創出に努める。  

注意事項 各項目について配慮や工夫をした場合は「○」を、該当しない場合は「－」をチェッ

ク欄に記入してください。 



（裏） 

  

 景観チェックリスト（景観形成重点地区（椎谷地区））  

対象事項 景観形成基準 チェック欄 

工
 

作
 

物
 

形 態 意 匠 

原則高さ１０ｍ以下とする（公益上又は機能上必要な場合

を除く。）。 
 

設置する場合には、周辺との調和に配慮する。  

電柱や電線類は、景観に配慮した整理統合を図るとともに、

設置する場合は、極力目立たないように努める。 
 

全体として統一感のある歴史的まち並み景観の形成に配慮

する。 
 

門・塀・柵 

木製や竹製の伝統的カザテの設置に努める。  

設置する場合には、周辺との調和に配慮し、木材等の自然

素材を使用するように努める。 
 

植 栽 
周囲に圧迫感や威圧感を与えないように配慮し、敷地内の

植栽に努める。 
 

色 彩 

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

基調色には、推奨色を使用するように努めるとともに、禁

止色を使用しない（柏崎市景観計画の色彩基準を参照する

こと。）。 

 

開 発 行 為 

切土、盛土は、必要最小限とし、法面や擁壁が生じる場合

には、周囲に与える圧迫感や違和感を軽減するように努め

る。 

 

法面緑化や擁壁の前部緑化に努める。  

土 地 の 形 質 

の 変 更 

切土、盛土は、必要最小限とし、法面や擁壁が生じる場合

には、周囲に与える圧迫感や違和感を軽減するように努め

る。 

 

法面緑化や擁壁の前部緑化に努める。  

屋 外 に お け る 

物 件 の 堆 積 

堆積規模は、必要最小限とし、高さはできる限り低く抑え、

かつ、整然と積む。 
 

道路等の公共の場所からの見え方に配慮し、周囲の緑化や

柵・塀等による遮蔽に努める。 
 

柵や塀等の形態意匠、色彩、素材等は、周辺との調和に配

慮する。 
 

注意事項 各項目について配慮や工夫をした場合は「○」を、該当しない場合は「－」をチェッ

ク欄に記入してください。 



第６号様式（その３）（第５条関係） 

（表） 

  

 景観チェックリスト（景観形成重点地区（荻ノ島地区））  

対象事項 景観形成基準 チェック欄 

建
 

築
 

物
 

高 さ の 

最 高 限 度 

２階建て以下とする。   

原則１０ｍ以下とする（公益上又は機能上必要な場合を除

く。）。 
  

周辺の建物との連続性や眺望を妨げないように配慮する。  

壁面の位置

の 制 限 
農地との関わりを重視し、周辺との調和に配慮する。   

建 築 物 

の 形 態 

勾配屋根を基本とし、農村集落景観と調和するように配慮

する。 
  

開口部は、ドア式の使用を極力避け、周辺に調和する素材・

色彩を使用するように努める。 
  

中門造りやせがい造りなど、集落の伝統的な意匠を継承す

るように努める。 
 

屋 根 の 

素材・色彩 

茅
かや

葺
ぶき

又は金属板葺
ぶき

・和瓦葺
ぶき

を推奨する。  

農村集落景観と調和するように、黒・茶・赤系の色彩を使

用する。 
 

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

外 壁 の 

素材・色彩 

農村集落景観と調和するように、できる限り落ち着いた色

彩を使用する。 
  

下見板を始めとする自然素材を使用するように努める。  

光沢の強い材料の使用は、避ける。   

色 彩 基 準 

基調色には、推奨色を使用するように努めるとともに、禁

止色を使用しない（柏崎市景観計画の色彩基準を参照する

こと。）。 

 

その他意匠 建築物全体が統一感のある意匠になるように配慮する。   

建 築 設 備 

できる限り道路等の公共の場所から見えにくい位置へ設置

する。 
 

公共の場所から見える場合は、自然素材を用いた目隠しな

どで修景に努める。 
 

太陽光発電設備や融雪設備を設置する場合は、設置位置な

どに配慮し、建物と一体的に見える形態のものを使用する。 
 

外構・植栽 
敷地内の緑化や植栽に努める。  

ゆとりと潤いのある空間の創出に努める。  

注意事項 各項目について配慮や工夫をした場合は「○」を、該当しない場合は「－」をチェッ

ク欄に記入してください。 



（裏） 

  

 景観チェックリスト（景観形成重点地区（荻ノ島地区））  

対象事項 景観形成基準 チェック欄 

工
 

作
 

物
 

形 態 意 匠 

原則高さ１０ｍ以下とする（公益上又は機能上必要な場合

を除く。）。 
 

設置する場合には、周辺との調和に配慮する。  

電柱や電線類は、景観に配慮した整理統合を図るとともに、

設置する場合は、極力目立たないように努める。 
 

全体として統一感のある農村集落景観の形成に配慮する。  

門・塀・柵 
設置する場合には、周辺との調和に配慮し、木材等の自然

素材を使用するように努める。 
 

植 栽 
周囲に圧迫感や威圧感を与えないように配慮し、敷地内の

植栽に努める。 
 

色 彩 

光沢の強い材料の使用は、避ける。  

基調色には、推奨色を使用するように努めるとともに、禁

止色を使用しない（柏崎市景観計画の色彩基準を参照する

こと。）。 

 

開 発 行 為 

切土、盛土は、必要最小限とし、法面や擁壁が生じる場合

には、周囲に与える圧迫感や違和感を軽減するように努め

る。 

 

法面緑化や擁壁の前部緑化に努める。  

土 地 の 形 質 

の 変 更 

切土、盛土は、必要最小限とし、法面や擁壁が生じる場合

には、周囲に与える圧迫感や違和感を軽減するように努め

る。 

 

法面緑化や擁壁の前部緑化に努める。  

屋 外 に お け る 

物 件 の 堆 積 

堆積規模は、必要最小限とし、高さはできる限り低く抑え、

かつ、整然と積む。 
 

道路等の公共の場所からの見え方に配慮し、周囲の緑化や

柵・塀等による遮蔽に努める。 
 

柵や塀等の形態意匠、色彩、素材等は、周辺との調和に配

慮する。 
 

注意事項 各項目について配慮や工夫をした場合は「○」を、該当しない場合は「－」をチェッ

ク欄に記入してください。 



第７号様式（第６条関係） 

（表） 

  

 

景観計画区域内における行為の事前協議書 

 

年  月  日 

 柏崎市長        様 

 

 

協議者 住所（法人にあっては、所在地） 

 

 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

○印 

電話番号 

 

 新潟県柏崎市景観条例第１４条第１項の規定により、関係図書を添付して、次のとおり

協議を申し出ます。 

 

行 為 の 種 類 

建築物の 

建 築 等 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

 

工作物の 

建 設 等 

□新設 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

そ の 他 
□開発行為  □土地の形質の変更  

□屋外における物件の堆積 

行 為 の 場 所 柏崎市 

着 手 予 定 日 年  月  日 完 了 予 定 日 年  月  日 

設
計

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号  

施
工

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号  

 柏崎市景観アドバイザーによる指導・助言 □希望する。  □希望しない。  

 添 付 書 類 

□付近見取図 □配置図 □各面の着色立面図 □平面図 

□現況写真  □設計図又は施行方法を示す図面 □委任状 

□景観チェックリスト □その他（            ） 

 

処理欄（以下の欄には、記入しないでください。） 

 

受 付 欄 備 考 欄 

 受付年月日 年  月  日 
 

受 付 番 号 第     号 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



（裏） 

  

 

設
計

又
は

施
行

方
法

 

建
築

物
の

概
要

 

区 分 届出部分 既存部分 合 計 

 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

外観の変更面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ 階 数 地上 階  地下 階 

用 途  構 造  

仕 上 げ 

（材料・方法） 

屋 根  基 調 色 

（マンセル値） 

屋 根  

外 壁  外 壁  

屋上設置の建築設備  強調色（マンセル値）  

工
作

物
の

概
要

 

区 分 届出部分 既存部分 合 計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

築 造 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

外観の変更面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ 構 造  

種 類  基調色（マンセル値）  

仕 上 げ  強調色（マンセル値）  

付属建築物、 

設備等の種類 

付 属 設 備 

□高架水槽 □冷却塔 □排気塔 □アンテナ  

□太陽光発電設備 □屋外階段 □屋外広告物 

□エレベーター機械室 □その他（       ） 

外構・植栽 
□擁壁 □門 □塀 □垣 □柵 □植栽 

□その他（                  ） 

付属建築物 
□車庫 □駐輪場 □物置 □ごみ置場 

□その他（                  ） 

開 発 行 為  

区域の面積 ㎡ 建築物の用途  

法面・擁壁の

高 さ 
ｍ 

法面の処理・ 

擁壁の仕上げ 
 

土 地 の 形 質の

変 更 
土地の面積 ㎡ 法 面 の 高 さ ｍ 

屋外における 

物 件 の 堆 積 

種 類 □土石 □廃棄物 □再生資源 □その他（     ） 

堆積の面積 ㎡ 堆 積 の 高 さ ｍ 

景観形成のために 

特に配慮した事項等 
 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第８号様式（第６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

事前協議結果通知書 

 

 年  月  日付けで事前協議のあった行為について、新潟県柏崎市景観条例施行規則第６

条第２項の規定により、次のとおり結果を通知します。 

 

 

行 為 の 場 所 柏崎市 

 

行 為 の 種 類  

事 前 協 議 の結果  

  



第９号様式（第７条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

柏崎市長          □印 

 

 

勧告書 

 

 年  月  日付けで届出のあった行為については、景観計画に定められた当該行為の制限

に適合しないと認められるので、景観法第１６条第３項の規定により、次の措置をとることを

勧告します。 

 なお、この勧告に従わない場合は、新潟県柏崎市景観条例第１９条の規定により、当該勧告

の内容及び氏名又は名称を公表する場合があります。 

 

 

勧告の対象となる行為 

   

勧 告 の 理 由 

 

措 置 の 内 容 

 

履 行 期 限 年   月   日 

  



第１０号様式（第８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

柏崎市長          □印 

 

 

氏名等公表通知書 

 

 年  月  日付け第   号により、景観法第１６条第３項の規定に基づく勧告を行いま

したが、正当な理由なくその勧告に従わないため、新潟県柏崎市景観条例第１９条の規定によ

り、次のとおりその旨を公表します。 

  

 

公 表 す る 内 容 

  

公 表 の 方 法 

 

公 表 す る 理 由 

 

  



第１１号様式（第９条関係） 

（表） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

変更等命令書 

 

 年  月  日付けで届出のあった行為については、景観計画に定められた建築物又は工作

物の形態意匠の制限に適合しないと認められるので、景観法第１７条第１項の規定により、次

の措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に従わない場合は、同法第１０２条第１号の規定により、５０万円以下の罰

金に処されることがあります。 

 

 
変更等命令の対象

と な る 行 為 

   

変更等命令の理由 

  

措 置 の 内 容 

 

履 行 期 限 年   月   日 

  



（裏） 

 

付 記 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、柏崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

柏崎市を被告として（訴訟において柏崎市を代表するものは、柏崎市長となります。）、提起すること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第１２号様式（第１０条関係） 

（表） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

原状回復等命令書 

 

 年  月  日付け第   号により通知した変更等命令に係る行為については、景観法第

１７条第５項の規定により、次の原状回復又はこれに代わるべき措置をとることを命じます。 

 なお、この命令に従わない場合は、景観法第１０１条の規定により、１年以下の懲役又は５

０万円以下の罰金に処されることがあります。 

 

 
原状回復等命令の対象

と な る 行 為 

  

原状回復等命令の理由 

 

措 置 の 内 容 

 

履 行 期 限 年   月   日 

  



（裏） 

 

付 記 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、柏崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

柏崎市を被告として（訴訟において柏崎市を代表するものは、柏崎市長となります。）、提起すること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第１３号様式（第１１条関係） 

（表） 

  

 

景観計画区域内における行為の通知書 

 

年  月  日 

 柏崎市長        様 

 

 通知者 

 

 

○印 

（担当部署） 

（担当者名） 

 

 

電話番号 

 

 景観法第１６条第５項の規定により、関係図書を添付して、次のとおり通知します。 

 

 

行 為 の 種 類 

建築物の

建 築 等 

□新築 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

 

工作物の

建 設 等 

□新設 □増築 □改築 □移転 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

そ の 他 
□開発行為  □土地の形質の変更  

□屋外における物件の堆積 

行 為 の 場 所 柏崎市 

着 手 予 定 日 年  月  日 完 了 予 定 日 年  月  日 

設
計

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号  

施
工

者
 

住   所 

（ 所 在 地 ） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 電話番号  

 添 付 書 類 

□付近見取図 □配置図 □各面の着色立面図 □平面図 

□現況写真  □設計図又は施行方法を示す図面 

□景観チェックリスト □その他（            ） 

 

 処理欄（以下の欄には、記入しないでください。） 

 

受 付 欄 備 考 欄 

 受付年月日 年  月  日 
 

受 付 番 号 第     号 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



（裏） 

  

 

設
計

又
は

施
行

方
法

 

建
築

物
の

概
要

 

区 分 届出部分 既存部分 合 計 

 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

外観の変更面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ 階 数 地上 階  地下 階 

用 途  構 造  

仕 上 げ 

（材料・方法） 

屋 根  基 調 色 

（マンセル値） 

屋 根  

外 壁  外 壁  

屋上設置の建築設備  強調色（マンセル値）  

工
作

物
の

概
要

 

区 分 届出部分 既存部分 合 計 

敷 地 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

築 造 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

外観の変更面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

最高の高さ ｍ ｍ 構 造  

種 類  基調色（マンセル値）  

仕 上 げ  強調色（マンセル値）  

付属建築物、 

設備等の種類 

付 属 設 備 

□高架水槽 □冷却塔 □排気塔 □アンテナ  

□太陽光発電設備 □屋外階段 □屋外広告物 

□エレベーター機械室 □その他（       ） 

外構・植栽 
□擁壁 □門 □塀 □垣 □柵 □植栽 

□その他（                  ） 

付属建築物 
□車庫 □駐輪場 □物置 □ごみ置場 

□その他（                  ） 

開 発 行 為  

区域の面積 ㎡ 建築物の用途  

法面・擁壁の

高 さ 
ｍ 

法面の処理・ 

擁壁の仕上げ 
 

土 地 の 形 質の

変 更 
土地の面積 ㎡ 法 面 の 高 さ ｍ 

屋外における 

物 件 の 堆 積 

種 類 □土石 □廃棄物 □再生資源 □その他（     ） 

堆積の面積 ㎡ 堆 積 の 高 さ ｍ 

景観形成のために 

特に配慮した事項等 
 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第１４号様式（第１２条関係） 

  

 

景観計画区域内における行為の中止届出書 

 

年  月  日 

 柏崎市長        様 

 

 

届出者 住所（法人にあっては、所在地） 

 

  

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

○印 

電話番号 

 

 新潟県柏崎市景観条例第１５条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 

中 止 す る 行 為 の 

届 出 年 月 日 
年   月   日 

行 為 の 場 所 柏崎市 

中 止 の 理 由  

着手日又は着手予定日 年  月  日 中 止 日 年  月  日 
設

計
者
 

住   所 

（所 在 地） 

 

 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 

 

 
電話番号   

 施
工

者
 

住   所 

（所 在 地） 

 

 
 

 
氏   名 

（名称・代表者氏名） 

 

 
電話番号   

 

 処理欄（以下の欄には、記入しないでください。） 

 

受 付 欄 備 考 欄 

 受付年月日 年  月  日 
 

受 付 番 号 第     号 

 



第１５号様式（第１３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

変更等命令の期限の延長についての通知書 

 

 年  月  日付けで届出のあった行為について、景観法第１７条第４項の規定により、同

条第２項に規定する期限を延長するので、次のとおり通知します。 

 

 

変更等命令の

期 限 を 延 長 

す る 届 出 

届出年月日 年   月   日 
 

 

受 付 番 号 第       号 

行 為 の 場 所 柏崎市 

延 長 前 の 期 限 年   月   日 （届出日から３０日） 

延 長 後 の 期 限 年   月   日 （届出日から  日） 

期 限 延 長 の 理 由  

  



第１６号様式（第１４条関係） 

 

変更等命令に伴う実施状況報告書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

報告者 

 

  

住所（法人にあっては、所在地）   

 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

○印 

電話番号 

 

 

 

 年  月  日付けで変更等命令のあった事項について、景観法第１７条第７項の規定によ

り、実施状況を次のとおり報告します。 

 

 
行 為 の 種 類  

 

行 為 の 場 所 柏崎市 

変更等命令の内容 

 

措置 の実施 状 況 

  

  



第１７号様式（第１５条関係） 

（表）    

 

第      号 

身分証明書 

 

 所属部課 

 職 氏名 

年  月  日生 

 

 上記の者は、景観法第１７条第６項の規定による原状回復等又は同条第７項及び新

潟県柏崎市景観条例第１６条第２項の規定による立入検査又は立入調査の権限を有す

る者であることを証明する。 

 

     年  月  日交付 

     年  月  日まで有効 

 

柏崎市長          □印 

   

 

５
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以
上

 

   

    

  ８センチメートル以上     

 

（裏）   

景観法（抜粋） 
 （変更命令等） 
第１７条 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定届出対

象行為（前条第１項第１号又は第２号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定
めるものをいう。第７項及び次条第１項において同じ。）について、景観計画に定められた建築物
又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に
適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとること
を命ずることができる。この場合においては、前条第３項の規定は、適用しない。 

第２項から第４項まで 省略 
５ 景観行政団体の長は、第１項の処分に違反した者又はその者から当該建築物又は工作物について

の権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、景観計画に定められた建築物又は工作物の
形態意匠の制限に適合させるため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著
しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。 

６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」
という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知する
ことができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行
い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。（以下省略） 

７ 景観行政団体の長は、第１項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置
をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、
又は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特
定届出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査さ
せることができる。 

第８項及び第９項 省略 

新潟県柏崎市景観条例（抜粋） 
 （報告及び立入検査） 
第１６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、法による届出をしようとする者又はした

者に対し、必要な報告をさせることができる。 
２ 市長は、職員に、前項の報告の対象となる土地に立ち入り、必要な検査又は調査をさせることが

できる。 
第３項及び第４項 省略 

  



第１８号様式（第１６条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

行為の着手を制限する期間の短縮についての通知書 

 

 年  月  日付けで届出のあった行為について、景観法第１８条第２項の規定により、行

為の着手を制限する期間を短縮するので、次のとおり通知します。 

 なお、行為の着手に当たっては、指導助言事項に配慮してください。 

 

 

行為の着手を 

制限する期間を 

短縮する届出 

届出年月日 年   月   日 
 

 

受 付 番 号 第       号 

行 為 の 場 所 柏崎市 

短 縮 前 の 制 限 期 間 届出日 から     年   月   日 まで 

短 縮 後 の 制 限 期 間 届出日 から     年   月   日 まで 

指 導 助 言 事 項  

  



第１９号様式（第１７条関係） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木指定提案書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

提案者 住所（法人にあっては、所在地）  

 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

○印 

電話番号 

 

 

 景観法 
第２０条第１項又は第２項 

第２９条第１項又は第２項 
の規定により、 

景観重要建造物 

景観重要樹木 
の指定について、関係 

図書を添付して、次のとおり提案します。 

 

 建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 

  

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

外 観 又 は 樹 容 の 特 徴 

 

建造物と一体となって良

好な景観を形成している

土地その他の物件の範囲 

 

提 案 の 理 由 

 

 



第２０号様式（第１７条関係） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木指定提案（合意・同意）書 

 

年  月  日 

 

提案提出者 

 住所（法人にあっては、所在地） 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 様              

 

所有者  

 

住所（法人にあっては、所在地） 

 

  氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

○印 

 

 

 私が所有する次の 
建造物 

樹 木 
について、景観法 

第２０条第１項又は第２項 

第２９条第１項又は第２項 
の規定による 

景観重要建造物 

景観重要樹木 
の指定の提案を提出することに 

合意 

同意 
します。 

  

 

 建造物   

建造物の所在 家屋番号 種 類 床面積（㎡） 備 考 

          

  

 

 土 地   

土地の所在 地 番 地 目 地積（㎡） 備 考 

          

  

 

 樹 木  

樹木が存する土地の所在 地 番 樹 種 備 考 

 
      

  



第２１号様式（第１８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木指定提案不採用通知書 

 

 年  月  日付けで提出のあった 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
の指定の提案について、 

景観重要建造物 

景観重要樹木 

に指定しないこととなりましたので、景観法 
第２０条第３項 

第２９条第３項 
の規定により、次のとおり通知しま 

す。 

 

 

 建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 

  

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

景 観重要 建 造 物 又 は 

景観重要樹木に指 定  

し な い 理 由 

 

  



第２２号様式（第１９条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木指定通知書 

 

 次のとおり 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
に指定しますので、景観法 

第２１条第１項 

第３０条第１項 
の規定により通知し 

ます。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称又は樹木の樹種   

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（法人にあっては、所在地並

びに名称及び代表者の氏名） 

 

指 定 の 理 由 と な っ た 

外 観 又 は 樹 容 の 特 徴 
 

建 造 物 と 一 体 と な っ て 

良好な景観を形成している 

土地その他の物件の範囲 

 

  



第２３号様式（第１９条関係） 

 
柏崎市景観重要建造物 

 
 

 指 定 番 号    柏崎市景観重要建造物  第       号 

 
 
 建造物の名称 

 
 
 指定 年 月 日        年  月  日 

 
 

この建造物は、景観法に基づき指定された景観重要建造物です。 

 
 

柏 崎 市 

   

 

２
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上
 

   

    

  ２５センチメートル以上     

 

 

第２４号様式（第１９条関係） 

 
柏崎市景観重要樹木 

 
 

 指 定 番 号    柏崎市景観重要樹木  第       号 

 
 
 樹木の樹種 

 
 
 指定年月日        年  月  日 

 
 

この樹木は、景観法に基づき指定された景観重要樹木です。 

 
 

柏 崎 市 

   

 

２
０

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
以

上
 

   

    

  ２５センチメートル以上     

 

 



第２５号様式（第２０条関係） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更許可申請書 

 

年  月  日 

 柏崎市長        様 

申請者 住所（法人にあっては、所在地）   

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

○印 

電話番号 

 

 景観重要建造物 

 景観重要樹木 
の現状変更を行いたいので、景観法 

第２２条第１項 

第３１条第１項 
の規定により、関係図書 

を添付して、次のとおり申請します。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建造物の名称又は樹木の樹種  

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（法人にあっては、所在地並

びに名称及び代表者の氏名） 

 

行 為 の 種 類 
建造物 

□増築 □改築 □移転 □除却 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

樹 木 □伐採 □移植 

行 為 の 場 所  

現状変更の内容及び理由 
 

設 計 又 は 施 行 方 法 
 

着 手 予 定 日  年  月  日 完了予定日  年  月  日 

設計者 
住所（所在地）  

氏名（名称・代表者氏名）  電話番号  

施工者 
住所（所在地）  

氏名（名称・代表者氏名）  電話番号  

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第２６号様式（第２０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更許可書 

 

 年  月  日付けで申請のあった 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
の現状変更について、次のとおり許可しま 

す。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

許 可 の 条 件   

 



第２７号様式（第２０条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更不許可通知書 

 

 年  月  日付けで申請のあった 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
の現状変更について、次の理由により不許 

可とします。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

不 許 可 の 理 由  

付 記 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、柏崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

柏崎市を被告として（訴訟において柏崎市を代表するものは、柏崎市長となります。）、提起すること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第２８号様式（第２１条関係） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木現状変更協議書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 協議者  

○印 

（担当部署）  

（担当者名） 

電話番号 

 

 景観重要建造物 

 景観重要樹木 
の現状変更を行いたいので、景観法 

第２２条第４項 

第３１条第２項 
の規定により、関係図書 

を添付して、次のとおり協議します。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日      年   月   日 

建造物の名称又は樹木の樹種  

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

行 為 の 種 類 
建造物 

□増築 □改築 □移転 □除却 

□外観の変更（□修繕 □模様替 □色彩の変更） 

樹 木 □伐採 □移植 

行 為 の 場 所 柏崎市 

現状変更の内容及び理由 

 

設 計 又 は 施 行 方 法 

 

着 手 予 定 日  年  月  日 完了予定日  年  月  日 

設計者 
住所（所在地）  

氏名（名称・代表者氏名）  電話番号  

施工者 
住所（所在地）  

氏名（名称・代表者氏名）  電話番号  

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第２９号様式（第２２条関係） 

（表） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木原状回復命令書 

 

景観法第２３条第１項（同法第３２条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、次のと

おり原状回復又はこれに代わるべき措置をとることを命じます。 

なお、この命令に従わない場合は、景観法第１０３条第７号の規定により、３０万円以下の罰金に処

されることがあります。 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日      年   月   日 

建 造 物 の 名 称 

又 は樹木の樹種 
 

建 造 物 又 は 

樹 木 の 所 在 地 
 

命 令 の 理 由 

 

措 置 の 内 容 

 

   



（裏） 

 

付 記 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、柏崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

柏崎市を被告として（訴訟において柏崎市を代表するものは、柏崎市長となります。）、提起すること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第３０号様式（第２３条関係） 

（表） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木管理改善措置命令書 

 

あなたが所有又は管理する 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
は、新潟県柏崎市景観条例 

第２０条 

第２２条 
に規定する 

管理の基準に従い適切に管理されていないので、景観法 
第２６条 

第３４条 
の規定により、次の措置をとるこ 

とを命じます。 

なお、この命令に従わない場合は、景観法第１０５条の規定により、３０万円以下の過料に処される

ことがあります。 

 

 

指 定 番 号 柏崎市景観重要 
建造物 

樹 木 
第       号 

  

措置命令の 理 由 

 

措 置 の 内 容 

 

 

履 行 期 限 

  

   



（裏） 

 

付 記 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、柏崎市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求

をすることができなくなります。）。 

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

柏崎市を被告として（訴訟において柏崎市を代表するものは、柏崎市長となります。）、提起すること

ができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、こ

の決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 



第３１号様式（第２３条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木管理改善勧告書 

 

あなたが所有又は管理する 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
は、新潟県柏崎市景観条例 

第２０条 

第２２条 
に規定する 

管理の基準に従い適切に管理されていないので、景観法 
第２６条 

第３４条 
の規定により、次の措置をとるこ 

とを勧告します。 

 

 

指 定 番 号 柏崎市景観重要 
建造物 

樹 木 
第       号 

 

勧 告 の 理 由 

  

 

措 置 の 内 容 

  

 

履 行 期 限 

  

   



第３２号様式（第２４条関係） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木（滅失・損傷・枯死）届出書 

 

年  月  日 

  

柏崎市長        様 

 

届出者 住所（法人にあっては、所在地） 

 

  

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

○印 

電話番号 

 

 

景観重要建造物 

景観重要樹木 
が 

滅失 

損傷 

枯死 

しましたので、新潟県柏崎市景観条例 
第２１条 

第２３条 
の規定により、関 

係図書を添付して、次のとおり届け出ます。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 
  

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（法人にあっては、所在地並

びに名称及び代表者の氏名） 

  

届 出 の 区 分 □滅失   □損傷   □枯死 

事 実 発 生 の 時 期 年   月   日 

事 実 発 生 の 理 由  

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第３３号様式（第２５条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木指定解除通知書 

 

次の 
景観重要建造物 

景観重要樹木 
の指定を解除しますので、景観法 

第２７条第３項 

第３５条第３項 
の規定により通知し 

ます。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 
 

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（法人にあっては、所在地並

びに名称及び代表者の氏名） 

 

指 定 の 解 除 の 理 由  

  



第３４号様式（第２６条関係） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木所有者変更届出書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

届出者 住所（法人にあっては、所在地）   

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

○印 

電話番号 

 

 景観重要建造物 

景観重要樹木 
の所有者が変わりましたので、景観法第４３条の規定により、関係図書を添付して、 

次のとおり届け出ます。 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 
 

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

所
有

者
 

変
更

前
 

住   所 

（所 在 地） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 

変
更

後
 

住   所 

（所 在 地） 
 

氏   名 

（名称・代表者氏名） 
 

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 の 理 由  

  



第３５号様式（第２７条関係） 

（表） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木管理台帳 

 

 
指 定 番 号 柏崎市景観重要 

建造物 

樹 木 
第       号 

 

指 定 年 月 日 年   月   日 

建 造 物 の 名 称 

又 は 樹 木 の 樹 種 
  

建造物又は樹木の所在地 柏崎市 

所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 

（法人にあっては、所在地並

びに名称及び代表者の氏名） 

  

外 観 又 は 

樹 容 の 特 徴 
  

  

 公共の場所から撮影した写真 

（景観重要建造物にあっては、これらと一体となって良好な景観を形成している土地その他の 

物件を含む。） 

 

 



（裏） 

 

景観重要建造物又は景観重要樹木管理台帳 

 

 

当該建造物・樹木に関する行政手続の履歴 

 年 月 日 文書番号 手続の種類 手続の概要  

    

    

    

    

    

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 指定の解除 

の 年 月 日 
年   月   日 

指定の解除 

の 理 由 
  

 

 

 



第３６号様式（第２８条関係） 

 

景観形成団体認定申請書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

申請者 

 

団体の名称 

 

  

代表者の氏名 

 

 

○印 

住所 

 

電話番号 

 

景観形成団体の認定を受けたいので、新潟県柏崎市景観条例第２４条第３項及び同条例施行

規則第２８条第１項の規定により、関係図書を添付して、次のとおり申請します。 

 

 
団 体 の 名 称  

 

団体の設立年月日 年   月   日 

事務所 の 所 在 地  

活動区 域 の 名 称  

主 な 活 動 内 容 

 

 
活動の開始年月日      年   月   日 

 

  



第３７号様式（第２８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観形成団体認定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった景観形成団体の認定について、景観形成団体として認定

しますので、新潟県柏崎市景観条例施行規則第２８条第３項の規定により、次のとおり通知し

ます。 

 

 

団 体 の 名 称  

 

団体の設立年月日 年   月   日 

事務所 の 所 在 地  

活動区 域 の 名 称  

認 定 番 号      第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

  



第３８号様式（第２８条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観形成団体不認定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった景観形成団体の認定について、景観形成団体として認定

しないこととなりましたので、新潟県柏崎市景観条例施行規則第２８条第４項の規定により、

次のとおり通知します。 

 

 

団 体 の 名 称  

 

団 体 の 設 立 年 月 日 年   月   日 

事 務 所 の 所 在 地  

活 動 区 域 の 名 称  

景観形成団体として 

認 定 し な い 理 由 
 

  



第３９号様式（第３０条関係） 

 

景観形成団体変更届出書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

届出者 団体の名称 

 

 

代表者の氏名 

 

 

○印 

住所 

 

 

    電話番号  

 

 景観形成団体の認定に係る事項を変更したいので、新潟県柏崎市景観条例施行規則第３０条の規

定により、関係図書を添付して、次のとおり届け出ます。 

 

 
団 体 の 名 称  

 

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

変
更

内
容

 
変 更 事 項  

変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 の 理 由   

  



第４０号様式（第３１条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

柏崎市長          □印 

 

 

景観形成団体認定取消通知書 

 

新潟県柏崎市景観条例第２４条第４項の規定により、景観形成団体の認定を取り消しますの

で、同条例施行規則第３１条の規定により、次のとおり通知します。 

 

 
団 体 の 名 称  

 

認 定 番 号 第       号 

認 定 年 月 日 年   月   日 

団体の設立年月日      年   月   日 

事務所 の 所 在 地  

活動区 域 の 名 称  

取 消 年 月 日      年   月   日 

取 消 し の 理 由  

  



第４１号様式（第３２条関係） 

 

景観協定認可申請書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

申請者 住所（団体にあっては、所在地）   

 

 

氏名（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

○印 

電話番号 

 

景観協定の認可を受けたいので、景観法 
第８１条第４項 

第９０条第１項 
の規定により、関係図書を添付 

して、次のとおり申請します。 

 

 
景 観 協 定 の 名 称  

 

景 観 協 定 の 区 域  

景観協定の区域の面積            ㎡ 

景観協定の締結者数            人 

景観協定の有効期間 年  月  日から    年  月  日まで 

景 観 協 定 の 内 容  

  



第４２号様式（第３２条関係） 

 

景観協定合意書 

 

 

 景観協定認可申請者 

  住所（団体にあっては、所在地） 

 

 

  氏名（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）               ○印 

 

 

景観協定の対象となる土地の区域内における、私が権利を有する次の土地については、景観

法第８１条第４項の規定による景観協定の認可の申請に合意します。 

 

 土地の 

所 在 
地 目 地 積 

権利の 

種 類 

同 意 

年月日 

権利者の 

住所氏名 
同意印 摘 要 

 

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

  ㎡      

備 考 

  １ 同意しなかった権利者については、同意年月日の欄に不同意と記入すること。 

  ２ 権利の種類欄には、所有権、賃貸権、抵当権その他の権利を記入すること。 

  ３ 当該権利に係る土地が共有の場合には、摘要の欄にその旨を記入すること。 

  ４ 別紙で同意を取った場合には、同意印の欄に「別紙」と記入すること。 



第４３号様式（第３３条関係） 

 

景観協定変更認可申請書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

申請者 住所（団体にあっては、所在地）   

 

 

氏名（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

○印 

電話番号 

 

 景観協定の変更の認可を受けたいので、景観法第８４条第１項の規定により、関係図書を添

付して、次のとおり申請します。 

 

 
景 観 協 定 の 名 称   

 

認 可 番 号 第       号 

認 可 年 月 日      年   月   日 

変
更

の
内

容
 

変 更 前  

変 更 後  

景観協定の締結者数            人 

景観協定の有効期間 年  月  日から    年  月  日まで 

変 更 の 理 由 

 

  



第４４号様式（第３４条関係） 

 

景観協定廃止認可申請書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

申請者 住所（団体にあっては、所在地） 

 

 

 

 

 

氏名（団体にあっては、名称及び代表者の氏名）  

 

○印 

電話番号 

 

 景観協定の廃止の認可を受けたいので、景観法第８８条第１項の規定により、関係図書を添

付して、次のとおり申請します。 

 

 

景 観 協 定 の 名 称   

 

認 可 番 号 第       号 

認 可 年 月 日 年   月   日 

景 観 協 定 区 域 内 の 

土 地 所 有 者 等 の 人 数 
             人 

廃止合意の人数及び割合      人      ％ 

廃 止 の 理 由 

 

  



第４５号様式（第３５条関係） 

 

景観整備機構指定申請書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

申請者 団体の所在地  

 

 

団体の名称及び代表者の氏名  

 

○印 

電話番号 

 

 景観整備機構の指定を受けたいので、景観法第９２条第１項の規定により、関係図書を添付して、 

次のとおり申請します。 

 

 
法 人 の 種 別 

□一般社団法人   □一般財団法人 

□特定非営利活動促進法第２条第２項の特定非営利活動法人 

 

指 定 後 の 予 定 業 務 

景観法第９３条 

□ 第１号 

良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当

該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、

相談その他の援助を行うこと。 

□ 第２号 
管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木

の管理を行うこと。 

□ 第３号 

景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成す

る広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計

画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行う

こと又はこれらの事業に参加すること。 

□ 第４号 
第３号の事業に有効に利用できる土地で、政令で定

めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。 

□ 第５号 

景観法第５５条第２項第１号の区域内にある土地を

景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委

託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての

権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。 

□ 第６号 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。 

□ 第７号 

第１号から第６号までに掲げるもののほか、良好な

景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。 

業務の内容（                ） 

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 



第４６号様式（第３６条関係） 

 

景観整備機構の名称等変更届出書 

 

年  月  日 

 

 柏崎市長        様 

 

届出者 団体の所在地   

 

 

団体の名称及び代表者の氏名  

 

○印 

電話番号 

 

 

 景観整備機構の名称等を変更したいので、景観法第９２条第３項の規定により、関係図書を

添付して、次のとおり届け出ます。 

 

 
指 定 年 月 日 年   月   日 

 

指 定 番 号      第       号 

変 更 予 定 年 月 日      年   月   日 

変 更 事 項 □名称   □住所  □事務所の所在地 

変
更

の
内

容
 

変 更 前  

変 更 後  

変 更 の 理 由  

注意事項 該当する□にレ印を記入してください。 

 


